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０１　アンケートの中間報告について　　　　

 媒体 

 周知 

　　R8.5.8 時点

※１
※２

・議会ホームページ：１件
・箕面くらしナビ：８件
・議員による発信：１１件
・ポスター、ちらし：５件
・メール：３件
・議事課からの庁内向け発信：１９件
・家族からの紹介：１件

・不明：１件

※１：郵送によるアンケートの内訳（70歳以上、200人へ送付）

　本アンケートを何でお知りになりましたか。

媒体 回答数 割合

箕面市議会ホームページ 28 4.8%

箕面くらしナビ 345 59.7%

議員による発信 17 2.9%

箕面市立病院内・公共施設内に掲示されたポス

ターや配架されたチラシ 57 9.9%

郵送によるアンケート 82 14.2%

その他 49 8.5%

合計 578 100.0%
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回答数 割合
ＬｏＧｏによる回答 7 8.5%
返信用封筒による回答 75 91.5%
合計 82 100.0%

　補足

※２：その他の内訳



０２　アンケート結果の調査・分析に向けて　　　　

 媒体 

 周知 

別紙１－２

　（１）「委員提案」のルールについて 別紙１－１

別紙１－３

別紙１－４

　（２）提案の方法について



　指定管理者による市立病院運営に対する議会の ［ 評価スキーム ] について

第３者
委員会

７月頃
評価の実施・答申１月頃

事業実施状況・事業計画（案）の確認

市議会
定例会

２月
（予算）

９月
（決算）

当初予算 → 指定管理者への支出
・指定管理料（政策的医療）、現給保障補助金（時限）
・資料→事業実施状況、計画（案）等を審査に合わせ提供

その他　　→ 市直接の支出（提案がある場合のみ）
・人材確保、新旧病院に係るハード整備　他

１２月
定例会

（委員改選）

決算　　→　前年度の指定管理者への支出
・指定管理料（政策的医療）、現給保障補助金（時限）
・資料→第３者委員会答申等を審査に合わせ提供

その他 →　市直接の支出（提案がある場合のみ）
・人材確保、新旧病院に係るハード整備　他

（市）第３者委員会および（市議会）予算審査との役割の違い

ア
ン
ケ
ー
ト
等

　準
備
期
間

調査・分析 議論・集約

　　　満足度アンケート　　　

［対象］　箕面市民（利用問わず）
　　　　　 利用者（市外利用者含む）

・集計結果・経年変化の分析

評価の取りまとめ①

アンケートの単（経）年の評価および課題
　　評価結果の公表

・市及び指定管理者への送付
・ホームページでの公表

個別課題に関する意見聴取
［実施の可否］ アンケートと同様

［方法］ 対面、書面等の適切な方法
［注意］ 例：人材確保に関する課題
 不可 →　・直接的な雇用条件に関すること　　　
　　　　　 　・完全な一個人を対象とすること

アンケートに関する意見聴取

［対象］ 緊急対応を要する記述
　　　  　深掘りが必要な記述

※アンケートに連絡先・同意がある場合　

［方法］ 対面、書面等の適切な方法

［実施の可否］
①委員提案(理由等の説明必須)

②委員間討議による過半数以上の賛同によっ
　　て実施を判断

　　　　評価の取りまとめ②
　　個別課題の抽出および改善策の検討

①委員提案型（資料提出、説明必須）
②委員間討議による過半数以上の賛同で
　　課題の取り扱いを決定する

公表・協議

　　協議の場（３者）

［出席者］

箕面市議会：評価委員会委員
箕面市　　　：市立病院管理部
　　　　　　　　（現：健康医療部）
指定管理者：協和会
※協和会には協力依頼を行う

［内容］

評価結果・改善要望等の意見交換

委
員
改
選

4-5月 ７‐８月 １１月 １２月1-3月

評価に至る

段階

段階ごとの実施

内容

毎年度実施するもの

評価の実施

時期

 　市立病院評価委員会（市議会）の評価スキーム

※意見聴取・個別課題に対する委員提案のルールは別途定める

※随時見直しも検討

委員提案で実施するもの

毎年度実施するもの

実施可否を判断するもの

（6月議会） （９月議会）

R7.11.18病院評価委員会決定

別紙１－１

4068
四角形



別紙１－２

市立病院評価委員会における委員提案のルールについて（案） 

 

 

１．「委員提案」のルール 

・提案資料の提出は、委員会開催日の 10 営業日前の午後３時を〆切りとする。 

・提案資料はＬｏＧｏフォームで提出する。 

・事例の事実確認、個人情報保護法や著作権法等に抵触する可能性があるもの

などの使用確認は提案者の責任で行う。（事務局の事前チェックなし。） 

　・提案に必要な参考資料はホームページに掲載するため、文責について資料の

右上に必ず記載すること。 

文責：政策会派名　　滝ノ道　ゆずる　 

 

 

 

２．当日の提案説明について 

・提案理由、資料説明及び質疑の応答は提案者が自席で行う。 

　　→資料はタブレットで各自確認 

　・提案内容の実施可否は、委員間討議による過半数以上の賛同を得た場合、実

施を判断する。 

　　



別紙１－３

案
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箕面市立病院に関するアンケート結果に対する委員提案書 

 

提出日：令和　　年　　月　　日 

 

１．提案者 

　　①政策会派名： 

　　②提案委員名： 

 

２．提案する具体的なテーマ（具体的に記入してください。） 

　（注意）意見聴取の提案は、アンケートに連絡先・同意がある場合に限る。 

　　　　  直接的な雇用条件や完全な一個人を対象とした内容等の提案は不可。 

 

 

  

 

 

３．提案の概要（具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．提案の実施方法（具体的に記入してください。） 
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